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平成 7 年（1995 年）1 月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国は同年 10 月に「建築物の

耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年法律第 123 号。以下「耐震改修促進法」という。）」を制定しま

した。その後、平成 18 年（2006 年）に耐震改修促進法を改正し、建築物の計画的な耐震化を図るため、

都道府県に耐震改修促進計画の策定を義務付け、北海道は同年 12 月に北海道耐震改修促進計画（以下

「北海道計画」という。）を策定し、平成 28 年（2016 年）5 月に計画を見直しました。音更町は北海道

計画を踏まえ、平成 21 年（2009 年）2 月に音更町耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）を策定

し、平成 30 年（2018 年）3 月に計画を見直しました。 

近年では、平成 20 年（2008 年）の岩手・宮城県内陸地震、平成 23 年（2011 年）の東日本大震災、

平成 28 年（2016 年）の熊本地震、平成 30 年（2018 年）の大阪府北部を震源とする地震など大地震が

頻発しており、北海道においても平成 30 年（2018 年）9 月に発生した胆振東部地震では 大震度 7 を

観測し、大規模な停電が発生するなど、これまで経験したことがない災害に見舞われました。 

こうした状況を踏まえ、北海道は令和 3 年（2021 年）4 月に北海道計画を見直し、道内市町村及び道

民に周知を図ったところです。音更町においても、引き続き地震による被害の軽減を図り、住民の安全

で安心な生活を確保するため、本計画を見直すものです。 

本計画は、「持続可能な開発目標（SDGs）」の主にゴール 1（貧困をなくそう）、11（住み続けられる

まちづくりを）、13（気候変動に具体的な対策を）の達成に資するものであり、災害に対して建築物の

倒壊等から人命を守り、脆弱性を軽減することなどを目指すものです。 

SDGs と本計画との関連 

※持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）
    2015年9月に国連サミットで採択された、2030年を期限とする先進国を含む国際社会全体の開発目標であり、17のゴール（目標）と、それぞれの下に、より具体的な169
 のターゲットがある。すべての関係者（先進国、途上国、民間企業、NGO、有識者等）の役割を重視し、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境をめ
 ぐる広範囲な課題に統合的に取り組むもの。

ゴール1（貧困をなくそう） ゴール11（住み続けられるまちづくりを） ゴール13（気候変動に具体的な対策を）

《ターゲット(抜粋)》

災害からの脆弱性を軽減する。

《ターゲット(抜粋)》

災害による被災者数等を大幅に削減する。

《ターゲット(抜粋)》

自然災害に対する強靭性等を強化する。

 

 
 

本計画は、耐震改修促進法第 6 条第 1 項の規定に基づき、町内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための計画として策定するものであり、北海道計画や音更町地域防災計画（地震防災計画）と

の整合を図るほか、音更町強靭化計画やその他の分野別計画と連携・協調して計画を推進します。 

北海道耐震改修促進計画

耐震改修促進法 音更町総合計画

音 更 町 耐 震 改 修 促 進 計 画

整
合

音更町地域防災計画

（地震防災計画）

音更町強靭化計画

その他の分野別計画

連
携

協
調

整
合

 

 

本計画の計画期間は、令和 4 年度（2022 年度）から令和

8 年度（2026 年度）までの 5 年間とします。 

なお、今後、建築物の耐震化に係る新たな知見や対策が

示されるなど、必要な場合は、適宜見直すこととします。 

計画の目的と位置付け 1 

[２] 計画の位置付け 

[３] 計画の期間 

[１] 計画の背景と目的 

計 画 期 間 
 

令和 4 年度から令和 8 年度 
(2022 年度から 2026 年度) 
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北海道では、地震による被害想定に基づいた防災対策を検討するため、地震被害想定調査を実施しま

した。この調査では、 新の研究結果や防災対策の優先度を基に、24 地震 54 断層モデルを対象地震と

して被害想定の算定をしており、その結果、十勝地方に影響を及ぼす可能性のある地震は、6 地震 9断

層モデルとなっています。 

十勝地方に影響を及ぼす可能性のある地震（6 地震 9 断層モデル） 

30_1

45_5

45_2 根室沖・釧路沖の地震 -

45_5 十勝沖の地震 -

30_3 三陸沖北部の地震 -

十勝平野断層帯主部

30_1

地　震　名 断層モデル

石狩低地東縁断層帯主部（北）
（深さ7km）

地　震　名 断層モデル

標津断層帯

 

 

北海道が実施した地震被害想定調査では、音更町で想定される 大規模の地震は、「十勝平野断層帯

主部の地震（M7.4）」が発生した場合で、町内の 61％の地域で震度 6 強、39％の地域で震度 6 弱になる

と予想されています。また、「十勝沖の地震（M8.2）」が発生した場合は、町内の 15％の地域で震度 6

弱、85％の地域で震度 5 強になると予想されています。 

  

 

音更町において被害が も大きいと想定さ

れるのは、「十勝平野断層帯主部の地震」が冬

の早朝に発生した場合です。 

なお、この地震被害想定結果は、中央防災

会議などの被害想定手法により算定した概数

であり、具体的な被害発生箇所を特定するも

のではありません。 

音更町で想定される地震 ２ 

[１] 想定される地震の種類 

[３] 想定地震による被害想定 

[２] 想定地震による震度分布 

想定地震による震度分布 

   
【十勝平野断層帯主部の地震（M7.4）】         【十勝沖の地震（M8.2）】 

総人口

死者数 4人 0.01% 4人 0.01% 1人未満 0.002%

重軽傷者数 162人 0.36% 125人 0.27% 20人 0.04%

避難者数 9,736人 21.37% 9,766人 21.43% 2,887人 6.34%

総棟数

全壊棟数 384棟 1.47% 384棟 1.47% 12棟 0.05%

全半壊棟数 1,853棟 7.10% 1,853棟 7.10% 154棟 0.59%

建
物
被
害

26,107棟

想定地震
十勝平野断層帯主部の地震 十勝沖の地震

冬の早朝 冬の夕方 冬の早朝

音更町の 大震度 6強 6弱

人
的
被
害

45,564人

 
（総人口・総棟数は平成 24 年（2012 年）3月時点）
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町は令和 2 年度（2020 年度）までに、住宅・多数利用建築物の耐震化率を 95％にすることを目標に、

耐震化の促進に取り組んできました。 

令和 2 年度（2020 年度）時点での耐震化の現状は、住宅の耐震化率が 87.5％で、目標に比べ 7.5 ポ

イント下回り、当初計画策定時からは 12.1 ポイント増加しました。また、多数利用建築物の耐震化率

が 88.1％で、目標に比べ 6.9 ポイント下回り、当初計画策定時からは 15.9 ポイント増加しました。 

さらに、住宅の耐震化率を「戸建て住宅」と「共同住宅」別に細区分すると、「戸建て住宅」の耐震

化率は 84.5％、「共同住宅」の耐震化率は 96.7％となっています。また、耐震診断義務付け対象建築物

の耐震化率は、60.0％となっています。 

耐震化率の目標及び実績 

住　宅 多数利用建築物

実  績 75.4% 72.2%

目  標 90.0% 90.0%

実  績 80.7% 83.5%

目  標 95.0% 95.0%

実  績 87.5% 88.1%

対目標比 △7.5ポイント △6.9ポイント

当初計画

実績比
15.9ポイント

平成20年度（2008年度）

平成27年度（2015年度）

令和2年度（2020年度）

区　　　分

当初計画策定時点

当初計画実績

前計画実績

12.1ポイント
 

＜令和2年度（2020年度）における耐震化率の実績（再掲）＞

戸建て住宅 共同住宅

耐震化率 87.5% 84.5% 96.7% 88.1% 60.0%

区　分 多数利用建築物
耐震診断義務付け

対象建築物
住　宅

 

 

 
 

住宅の耐震化に関する住民の意識や要望を把握するために、音更町内にお住まいの方の中から、無作

為に抽出した 1,500 名に対し、アンケート調査を実施しました。 

アンケート調査の概要 

実 施 期 間

配 布 数

配 布 方 法

回 答 方 法

回 答 数

調 査 項 目

　（１）あなた自身のことについて
　（２）大きな地震の発生について
　（３）住宅の耐震診断・耐震改修について
　（４）耐震診断に関する支援制度について
　（５）耐震改修に関する支援制度について
　（６）その他、耐震化や地震防災に関する支援について

令和3年12月4日～令和3年12月20日

1,500通

郵　送

同封の返信用封筒により郵送 または QRコードによるオンライン回答

670通（回答率44.7％）

 

[１] アンケート調査の概要 

耐震化の現状 ３ 

アンケート調査 4 

[１] 住宅・多数利用建築物の耐震化の現状 
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アンケート調査の集計結果から得られた住民の意識と今後の課題について、以下のとおり整理しました。 

 

●今後 30 年間に震度 6 強程度の地震が起こる可能性があると回答した人が約 9 割程度となっており、地

震に対する意識は高くなっています。 

 
●震度 6 強程度の地震が起きた時、建物の構造や家具の転倒・落下対策、防災グッズの用意について、不

安やわからないと回答した人が約 6 割程度となっており、建物の耐震化を促進するほか、家庭でできる

防災対策についても、積極的に情報提供し、不安を解消していく必要があります。 

 

●「耐震診断」、「耐震改修工事」について、知っていると回答した人が、それぞれ約 2 割程度となってお

り、耐震診断及び耐震改修の必要性や効果など、耐震化に関する情報提供の充実を図る必要があります。 

[2] アンケート調査結果から得られた住民の意識と今後の課題 

〔耐震診断の認知度〕n=656           〔耐震改修工事の認知度〕n=613 

①知っている

139

21.2%

②聞いたことはあるが、

内容は知らない

371

56.5%

③知らない

146

22.3%

      

①知っている

140

22.8%

②聞いたことはあるが、

内容は知らない

337

55.0%

③知らない

136

22.2%

 

〔震度 6 強程度の地震の発生〕n=667（n は有効回答数を表す） 

①起こると思う

249

37.3%

②起こるかも

しれないと思う

333

49.9%

③起こらない

と思う

17

2.6%

④わからない

68

10.2%

 

〔震度 6 強程度の地震が起きた時の住宅や災害への備え〕 

7.2%

3.5%

20.0%

8.9%

34.3%

30.3%

47.0%

33.7%

30.2%

14.6%

16.2%

9.6%

17.7%

41.9%

13.5%

35.8%

10.6%

9.7%

3.3%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①建物の構造（柱や梁などの骨組み）

②家具の転倒や落下の対策

③避難場所・経路の把握

④防災グッズ（食料・電池など）の用意

安心だ たぶん安心だ わからない やや不安だ 非常に不安だ  
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●「耐震診断」、「耐震改修工事」を実施していない（今後実施するつもりはない）と回答した人が、それ

ぞれ約 5 割以上となり、その主な理由が、耐震化に要する費用の経済的負担や、地震による住宅への被

害が少ないと考えていることだったため、引き続き耐震化に要する費用負担を軽減するための支援や地

震に対する正しい知識等の普及・啓発を図る必要があります。 

 

〔耐震診断の実施状況〕n=634         〔耐震改修工事の実施状況〕n=613 

 

①すでに実施済みである

46

7.3%

②今後実施したい

と思う

163

25.7%

③賃貸住宅のため

わからない

89

14.0%④実施していない

（今後実施するつもりはない）

336

53.0％   

①すでに実施済みである

27

4.4%
②今後実施したい

と思う

128

20.9%

③賃貸住宅のため

わからない

95

15.5%④実施していない

（今後実施するつもりはない）

363

59.2％

〔耐震診断を実施していない（今後実施するつもりはない）と回答した理由〕（複数回答） 
 

80（11.2%）

28（3.9％）

86（12.0%）

72（10.1％）

136（19.0％）

171（23.9％）

13（1.8％）

18（2.5％）

79（11.0％）

33（4.6％）

①大きな地震が起こっても、自分の住宅への被害は少ないと思うから

②音更町は大きな地震の起こりにくい町だと思うから

③いつ起きるかわからない地震対策にはお金をかけられないから

④耐震診断についてどこに相談してよいかわからないから

⑤耐震診断をしても改修工事はしないと思うから

⑥費用負担が高額になりそうだから

⑦住宅の建て替えを考えているから

⑧住宅を解体し、引越しを考えているから

⑨自分の住宅は十分な耐震性があると思うから

⑩その他

〔耐震改修工事を実施していない（今後実施するつもりはない）と回答した理由〕（複数回答） 

85（12.4％）

28（4.1％）

102（14.9％）

70（10.3％）

57（8.3％）

184（26.9％）

13（1.9％）

14（2.1％）

96（14.1％）

34（5.0％）

①大きな地震が起こっても、自分の住宅への被害は少ないと思うから

②音更町は大きな地震の起こりにくい町だと思うから

③いつ起きるかわからない地震対策にはお金をかけられないから

④耐震改修工事についてどこに相談してよいかわからないから

⑤耐震改修工事をしても大きな効果はないと思うから

⑥費用負担が高額になりそうだから

⑦住宅の建て替えを考えているから

⑧住宅を解体し、引越しを考えているから

⑨自分の住宅は十分な耐震性があると思うから

⑩その他
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●町が行う無料耐震診断について、知っていると回答した人が約 1 割程度で、利用してみたいと回答した

人が約 5 割程度となっていることから、積極的に制度の周知を図り、利用促進に繋げる必要があります。 

 
●今後利用したい支援について、耐震診断・改修工事にかかる補助の増額など費用面を望む回答や、改修

費用の事例紹介など情報提供を望む回答があったことから、耐震改修工事の方法や工事費の情報収集に

努め、個別の事情に応じた支援方法を検討する必要があります。 

 
 

北海道計画を基に、計画期間の 終

年度である令和 8 年度（2026 年度）

までに町内の住宅の耐震化率を95％、

多数利用建築物及び耐震診断義務付

け対象建築物の耐震性が不十分なも

のを概ね解消することを目標としま

す。 

 

耐震化の目標及び取り組み 5 

[１] 耐震化率の目標 

 
令和 8 年度（2026 年度） 

耐震化率の目標  

住     宅   ：  ９５％ 
多数利用建築物   ： 概ね解消 

耐震診断義務付け対象建築物： 概ね解消 

〔今後利用したい支援〕（複数回答） 

159（11.7％）

150（11.0％）

63（4.6％）

215（15.８％）

198（14.6％）

36（2.6％）

221（16.3％）

155（11.4％）

151（11.1％）

12（0.9％）

0 100 200 300

①耐震診断・改修に関する相談窓口の設置

②住まい全般に関する相談窓口の設置

③耐震診断・改修に関する専門家の紹介

④耐震診断・改修にかかる費用等の事例紹介

⑤広報、ホームページ、パンフレット配布等による情報提供

⑥講演会・説明会の開催

⑦耐震診断・改修工事にかかる補助の増額

⑧住宅の建て替えや住み替えに対する補助

⑨住宅の解体に対する補助

⑩その他

 

〔無料耐震診断の認知度〕n=559 

①知っている

54

9.7%

②知らない

505

90.3%

 

〔無料耐震診断の利用状況〕n=554 

①利用したことがある

3

0.5%

②利用してみたい

253

45.7%
③利用しない

298

53.8%
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建築物の所有者に対して、地震に対する安全性確保の重要性を認識してもらうとともに、耐震診断及

び耐震改修の必要性や効果について、普及啓発を図ります。 

(ア) 相談体制 【拡 充】 

(イ) 地震防災マップの作成 

(ウ) 耐震化に関するパンフレットの作成 【新 規】 

(エ) 地震防災対策普及ツールの活用 
 

 
 

 
地震発生時には、建築物の倒壊のほか、敷地の崩壊や非構造部材の落下などによる人的被害が多く発

生していることから、建築物の耐震化と合わせて、非構造部材の対策など総合的な建築物の安全対策を

推進します。 

(ア) 窓ガラス・天井・外壁などの非構造部材の脱落防止対策 

(イ) エレベーター内の閉じ込め防止対策 

(ウ) ブロック塀等の倒壊防止対策 

(エ) 家具類の転倒・落下・移動防止対策 

(オ) 空き家対策 

(カ) 給湯設備の転倒防止対策及び配管などの設備の落下防止対策 

(キ) 電気火災の防止対策 

 
町は耐震化の促進に向けて、耐震診断及び耐震改修に要する費用負担の軽減を図るため所有者への支

援などを行います。 

(ア) 住宅の無料簡易耐震診断の実施 

(イ) 住宅の耐震診断及び耐震改修に対する補助 

(ウ) 耐震改修促進税制の周知 

 
 

昭和 56 年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で建築された住宅は、耐震性が確保されていない場合もあり、

建築後、少なくとも 40 年以上が経過し住宅自体の老朽化も進んでいます。このため、耐震改修をする

際の費用が高額となり、改修に踏み切れない場合も多いと考えられます。 

町はこうしたことを踏まえ、高齢者等住み替え支援事業や、老朽危険空家等除却事業といった他の施

策との連携を図りながら、老朽化した既存住宅の除却の促進に努めます。 

 
地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な「緊急輸送道路」の沿道で、

災害時における緊急車両の通行や住民の避難を阻害する建築物の耐震化の促進を図ります。 

耐震診断及び耐震改修に対する支援 

住宅の住み替え・除却の促進 【新 規】 

地震時に通行を確保すべき道路に面する建築物の耐震化の促進 

総合的な建築物の安全対策の推進 

地震防災対策に関する啓発、知識の普及 

[２] 耐震化の促進に向けた施策 

建築物の耐震化に関する相談窓口 

建設部建築住宅課 

電 話：0155-42-2111  ＦＡＸ：0155-42-2142 

メール：kenchikujyuutakuka@town.otofuke.hokkaido.jp 
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耐震改修促進法では、現行の建築基準法令の耐震関係規定に適合しない全ての建築物の所有者に対し

て、耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務を課しています。 

また、耐震診断が義務付けられている不特定多数の者が利用する大規模建築物及び耐震改修促進法第

15 条 2 項に規定する不特定多数の者が利用する一定規模以上の建築物などについては、耐震性能の向

上について適切な措置をとるように指導・助言、指示を行う必要性が高いものです。 

町は北海道と連携して、これらの建築物が耐震改修などの適切な措置をとるよう所有者に対し指導等

を行います。 

 

建築基準法では、所管行政庁がそのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認める建

築物については、その所有者などに対して保安上必要な措置をとるように勧告することができることと

なっています。 

耐震改修促進法の規定に基づく指導等を行ったにもかかわらず、所有者が必要な対策を取らなかった

場合には、町は北海道と連携して必要な対応を行います。 

 

 

 

北海道、市町村及び建築関係団体で構成する「全道住宅建築物耐震改修促進会議」に参加して、本計

画に掲げた目標の進捗管理や施策に対する連携方策などを連絡協議し、建築物の耐震化の促進に向けて

連携して取り組みます。 

 

本計画の推進に向けては、庁内関係部局との連携体制のもとで取り組みます。 

また、住民に対する普及啓発や緊急時の安全確保・避難等の各種対策等に関する情報提供においては、

建築住宅部局が中心となり危機対策部局や福祉部局と連携を図りながら取り組みます。 

耐震改修促進法・建築基準法による指導等 ６ 

[１] 耐震改修促進法による指導等 

[２] 町の計画推進体制 

計画の推進に関する事項 ７ 

[１] 北海道及び関係団体との連携 

[２] 建築基準法による勧告等 


